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柳津町では令和７年度採用の職員（一般事務（高校卒程度）及び学芸員（考古学・民俗学））を募集します。 

採用候補者試験を以下のとおり実施しますので、受験を希望する方はお申し込みください。 

 

１. 試験職種および採用予定人員 

試 験 職 種 一般事務（高校卒程度） 学芸員（考古学・民俗学） 

採用予定人員 若干名 １名 

 

２. 受験資格 

職

種 
一般事務（高校卒程度） 学芸員（考古学・民俗学） 

受

験 

資

格 

昭和５９年４月２日から 

平成１９年４月１日までに生まれた者 

次の要件をすべて満たす者とします。 

（1）昭和４９年４月２日以降に生まれた者 

（2）学芸員の資格免許を有する者 または 令和

７年３月までに取得見込みの者 

備

考 

受験資格を満たす者でも、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

（１）日本の国籍を有しない者 

（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなる

までの者 

（３）柳津町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

３. 試験の方法 

区分 試験内容 詳細 

第一次 

試験 

教養試験 

職員として必要な一般知識および知能について択一式による筆記試験を行いま

す。出題分野および出題数は以下のとおりです。 

知識分野２０問、知能分野２０問の合計４０問 

※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題はありません。 

各種検査 事務適性検査および職場適応性検査を実施します。 

第二次 

試験 

個別面接 
詳細は、第一次試験の合格者に対し通知します。 

小論文 

 

４. 資格調査 

第一次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていること（Ｗｅｂ申込フォームへ

の入力による応募の場合は、入力された内容）が正しいかどうかについて調査します。 

 

 

広 報 や な い づ 

【編集・発行】柳津町役場 みらい創生課みらい創生係 ☎ 0241-42-2447／FAX 0241-42-2505 

       〒969-7201 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 

お 知 ら せ 版 

 

２０２４(令和６)年 

７月１２日号 

Vol. 533 

令和７年度 柳津町職員採用候補者試験実施のお知らせ 



 
2 

５. 試験の期日、場所、結果の発表 

区分 期日 時間 試験会場 結果発表 

第一次 

試験 

令和６年 

９月２２日（日） 

【一般事務（高校卒程度）】 

【学芸員（考古学・民俗学）】 

受 付   

９：００～ ９：３０ 

教養試験  

１０：００～１２：００ 

各種検査  

１３：００～１３：４５  

福島県立会津農林 

高等学校 

(河沼郡会津坂下町

字曲田１３９１) 

本町役場掲示板

に合格者の受験

番号を掲示する

ほか、合否にかか

わらず各区分の

受験者に対し郵

送で通知します。 
第二次

試験 

令和６年１１月頃に実施を予定しています。 

日程等については第一次試験合格者へ通知します。 

※第一次試験はマーク式で実施しますので、ＨＢの鉛筆および消しゴムを必ず持参してください。 

それ以外の筆記用具は使用できません。また、各自必要に応じて昼食を持参してください。 

 

６. 合格者の採用 

（１）合格者は採用候補者名簿に登載されます。登載された者に対して、 

その旨を文書で通知します。この採用候補者名簿の有効期間は、原則 

として１年間です。 

（２）名簿に登載された者から、成績順に町長が採用する者を決定します。 

採用が決定した者に対して、その旨を文書で通知します。 

（３）採用が決定した者は、令和７年４月１日採用となる予定です。初任 

給については柳津町の給料表によりますが、この他に扶養手当、住居 

手当、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの支 

給要件に応じて支給されます。 

 

７. 受験申込方法および受付期間 

① 受験申込方法：受験申込方法は二通りあります。A または B のいずれかの方法で申込を行ってください。 

A. Ｗｅｂ申込フォームを利用した申込 

 （１） 

柳津町公式Ｗｅｂサイト内「柳津町職員・会計年度任用職員採用情報」ページより申込フォームに進み、

必要事項を入力のうえ送信してください。 

 （２） 

入力事項の確認後、数日中に受験票を郵便で交付します。送信後１週間程度経過しても受験票が届かない場 

合は、総務課総務係までお問い合わせください。 

受験票を受領したときは、最近6か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横４cm）

１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票が無い場合や、規定の大きさの

写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 

B. 申込用紙を利用した申込 

 （１） 

申込用紙を柳津町役場２階 総務課総務係で交付します。 

郵便により用紙を請求する場合は、封筒の表に「高校卒程度（学芸員の場合は、学芸員）試験申込用紙請求」と

朱書し、１２０円切手を貼った自分宛の返信用封筒（角形２号）を同封して送付してください。 
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 （２） 

申込用紙に必要事項を記入し、柳津町役場２階 総務課総務係に提出してください。 

郵便により提出する場合は、封筒の表に「高校卒程度（学芸員の場合は、学芸員）試験申込」と朱書し、簡易書

留で送付してください。 

 （３） 

記載事項の確認後、受験票を交付します。申込書を郵便で提出した場合は、郵便で交付します。 

受験票を受領したときは、最近6か月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６cm×横４cm）

１枚を写真欄に貼り付け、第一次試験に持参してください。試験当日に受験票が無い場合や、規定の大きさの

写真が貼り付けられていない場合は、受験できないことがあります。 

※交付や申込受付、発送は、受付期間中の平日８時３０分から１７時１５分に限り行います。 

Ｗｅｂ申込フォームについては、申込期間中はいつでも入力・送信が可能です。 

 

② 受付期間 

令和６年７月１２日（金）から令和６年８月１６日（金）１７時１５分 まで （各申込方法共通） 

郵便による提出の場合、令和６年８月１４日（水）までの消印があるものに限り受け付けます。 

Ｗｅｂ申込フォームによる申込の場合、受付期間を過ぎても一定期間は入力・送信を行うことができますが 

受付期間終了後に送信されたものについては受け付けることができません。必ず受付期間内に送信してくだ 

さい。 

 

８. 試験結果の開示 

  この試験の結果については、口頭で開示を請求することができます。 

  なお、電話、はがきなどによる請求では開示できません。受験者本人であることを明らかにする書類（運転

免許証、学生証、旅券など）を持参のうえ、受験者本人が直接来庁してください。 

 

試験 開示請求できる者 開示内容 開示期間 開示場所 

第一次試験 第一次試験不合格者 
総合得点・順位 合格者発表日より１か月間 

柳津町役場２階 

総務課総務係 第二次試験 第二次試験受験者 

※開示は、開示期間中の平日８時３０分から１７時１５分に限り行います。 

 

９．その他 

（１）第一次試験の試験会場に受験者用の駐車場はありませんので、自家用車での来場はご遠慮ください。 

（２）試験会場内では上履きが必要です。各自持参してください。 

（３）試験会場については変更になる場合があります。その場合は受験申込者に対し郵送で通知します。 

（４）この試験に関して不明な点や確認したい点がある場合は、下記までお問い合わせください。郵便で問い

合わせる場合は、８４円切手を貼った自分宛の返信用封筒（長形３号）を同封してください。 

 

 

 

 

 

 

  

【郵送先・問合せ先】 

〒９６９－７２０１ 福島県河沼郡柳津町大字柳津字下平乙２３４番地 

柳津町役場 総務課総務係 （℡０２４１－４２－２１１２） 
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この証は、後期高齢者医療制度に加入して

いる７５歳以上の方に交付します。 

医療機関の窓口で提示してください。 

限度額適用認定証／限度額適用・標準負担額減額認定証について 
  
国民健康保険・後期高齢者医療制度では、世帯の所得等の要件に該当する場合は「限度額適用認定証」

または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。認定証を医療機関の窓口で提示すると、
医療費及び入院時の食事代・居住費の支払いが自己負担限度額までとなります。 
認定証の交付要件等、詳細については町民課保健衛生係までお問い合わせください。 
なお、保険証の利用登録をしたマイナンバーカードを医療機関の窓口に提示し、オンライン資格確認

によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても限度額が適用されますので、ぜひマイ
ナンバーカードを保険証としてご利用ください。 

※この証の交付の判定は、確定申告をしていることが前提ですので、まだされていない方は先に申告を
お願いします。 

＜現在認定証をお持ちの方へ＞ 
現在お持ちの認定証の有効期限も、令和６年７月３１日までとなっています。 

◇国民健康保険：引き続き対象となる方は、更新手続きが必要となります。 

◇後期高齢者医療制度：引き続き対象となる方には、原則保険証に同封しますが、 

更新手続きが必要となる場合もあります。 

 

 

 

８月は、以下の証の更新時期です。現在お使いの以下の証については、令和６年７月３１日で有効期限が切れ

ますので、新しい証は７月下旬に各行政区長を通じて交付します。 

 

■更新日  令和６年８月１日【新しい証は、令和６年８月１日からお使いください。】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

国民健康保険高齢受給者証・後期高齢者医療被保険者証の更新について 

 

 

この証は、国民健康保険に加入している７

０歳から７４歳の方に、被保険者証（保険

証）とは別に交付します。 

医療機関窓口での負担割合を記載していま

すので、受診の際は被保険者証と一緒に提示

してください。 

国民健康保険高齢受給者証（黄緑色） 

見本 

後期高齢者医療被保険者証（ピンク色） 

見本 

問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 
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満５０歳未満のまちづくりに興味、関心が高い者で構成し、意見聴取と学びと交流の場を目的に、町民参加

のまちづくりを目指す取り組みです。 

 

 

 

１．高温時や体調がすぐれない時の作業は避けましょう 

    年齢を重ねると暑さや水分不足を感じづらくなります。また、暑さに対する身体の調整機能も低下していきま

す。日中の気温の高い時間帯は避けて作業しましょう。 

 

２．単独作業は避けましょう 

なるべく２人以上で作業し、時間を決めて声をかけあったり、異常がないか確認しあいましょう。 

1 人で作業を行うときは、家族や周囲の人に伝えましょう。 

 

３．こまめな休憩と水分補給をしましょう 

涼しい日陰などで衣服をゆるめて、体温を下げましょう。 

のどが渇いていなくても、こまめな水分・塩分を補給しましょう。 

 

４．暑さをしのぐ服装をしましょう 

  通気性の良い衣類や帽子を着用しましょう。 

   ファン付きウェアやネッククーラー等、熱中症対策アイテムを活用しましょう。 

 

 

 

 

 

今年度は「移住・定住」をテーマとして、各課で実施している事業に対する意見聴取を行い、町民参加のまち

づくりを目指します。年齢に関係なくご覧いただけますので、参観したい方はぜひお越しください。 

 

 

 

 

 

 

■日時  令和６年７月３０日（火）１８：００～ 

■会場  柳津町役場３階 大会議室 

■活動状況 

右の二次元コードからこれまでの活動記事をご覧いただけます。 

 

問 みらい創生課みらい創生係 ℡０２４１－４２－２４４７ 

 

 

 

 

毎年、農作業中の熱中症事例が多く発生しています。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。 

 次のポイントに注意して作業を行いましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 地域振興課農林振興係 ０２４１－４２－２１１６ 

ミライツナガル会議を開催します 

ミライツナガル会議とは？ 

▲ミライツナガル会議 note 

農作業の熱中症にご注意ください 

農作業中の熱中症対策のポイント 
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お風呂ではシャワーをこまめに止めま

しょう。 

お風呂の残り湯は掃除・洗濯や庭木な

どへの散水に利用しましょう。 

洗車の際はホースで流し洗いではなく

バケツに水を汲んで洗いましょう。 

野菜や食器は流水ではなく水を容器に

貯めて洗いましょう。 

 

 

 

気温の高い日が続く季節となりました。今後、帰省客や観光客の増加が見込まれ、水需

要の増大が予想されます。 

水道施設の供給可能量は定住人口などを基準に計画されているため、一時的な人口増

加に対応できなくなる場合があります。 

そこで皆さまに日頃からの節水のご協力をお願いします。 

 

特に８月中旬（８月１０日～８月２０日） 

の期間は、休暇などを取得する方も増加し、 

水需要が非常に高まる見込みです。 

洗車を控える、シャワー使用を短時間に 

するなど、特段の節水へのご協力をお願い 

します。 

 

 

問 建設課上下水道係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

 

 

 

 

 

 

 単独処理浄化槽や汲み取り便槽を使用している方は、合併処理浄化槽への転換をお願いします。 

合併処理浄化槽は、台所やお風呂などから出る生活雑排水と、トイレの汚水を併せて処理することができる設

備です。 

 それに対して、単独処理浄化槽は、トイレの汚水だけを処理する浄化槽です。単独処理浄化槽や汲み取り便槽

では、台所やお風呂などの生活雑排水は、そのまま川などの公共用水域に流されることとなり、水質悪化の原因

となります。 

 町では、単独処理浄化槽や汲み取り便槽からの転換を促進するため、合併処理浄化槽を設置する費用の一部を

補助しています。 

 

事 業 名 柳津町合併処理浄化槽設置整備事業 

事業対象区域 公共下水道・農業集落排水・簡易排水・林業集落排水事業実施区域を除く全区域 

補助対象住宅 専用住宅（店舗等併設住宅を含む） 

補 助 額 

５人槽   （住宅延面積１３０㎡以下） ３８２，０００円 

６～７人槽 （住宅延面積１３０㎡以上） ５３２，０００円 

８～１０人槽（２世帯住宅等）      ７３２，０００円 

単独処理浄化槽撤去費用          ９０，０００円 

くみ取り便槽撤去費用           ６０，０００円 

 

 

問 建設課上下水道係 ℡０２４１－４２－２１１７ 

 

節水にご協力ください 

 

合併処理浄化槽への転換をお願いします 
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資源の有効活用と、もえるごみ・もえないごみの減量化対策として、使用済小型家電及び衣類の無料回収を下

記により実施します。この機会にご利用ください。 

 

■日時  令和６年７月２７日（土） ９：００～１０：００ 

■場所  柳津町役場駐車場（ドライブスルー形式による回収を行います。） 

■料金  無料 

■注意事項 

・回収リストに記載されているもの以外は回収できませんので、事前に回収リストをご確認ください。 

・衣類は中身の見えるビニール袋に入れ、口を縛って出してください。穴が開いていたり、汚れている衣類は 

回収できませんので予めご了承ください。 

・家電リサイクル対象製品（エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機）は回収しません。また、小型家電に電池や   

テープがあるもの、SDカード等の個人情報があるものは、事前に取り外してください。 

 

 

和服・帯 シーツ Tシャツ・Yシャツ タオル ワンピース 

カーテン ジーンズ ネクタイ ハンカチ ジャケット 

革ジャン ズボン ストッキング ベビー服 ダウンジャケット 

靴下 スラックス セーター 水着 ブラウス 

コート スカーフ フリース 毛布 ショール 

下着 スーツ 背広 浴衣 パジャマ 

 

 

電話機（ダイヤル式

を除く） 

携帯電話・PHS 端末・

スマートフォン 

レコーダー（ビデ

オ・テープ・HDD・IC） 

ケーブル・充電器・

アダプター等 

チューナー（デジタ

ル・ステレオ・BS/CS） 

BS/CSアンテナ 電子書籍・辞書 CD ラジカセ ケーブルテレビSTB ドローン 

プレイヤー（オーディ

オ・BD/DVD・MD/CD） 

周辺機器（ハブ・ル

ーター） 

カセット式ゲーム

ソフト 

カメラ（ビデオ・デジ

タル・一眼・フィルム） 

周辺機器（ハブ・ルー

ター） 

ハードディスク・基板 カーカラーテレビ ファクシミリ ETC 搭載ユニット ラジオ 

ノートパソコン 液晶モニター タブレット ワープロ USB メモリー 

ディスクトップ・一体

型パソコン・サーバー 

プリンター（インク

ジェット・フォト） 

カーDVD/CD 等カー

オーディオ類 

据置型・携帯ゲーム

機・ミニゲーム機 

カーナビゲーション

システム 

コントローラー プロジェクター 炊飯器 レンジ（電子・オーブン） トースター 

ホットプレート 扇風機 

 

問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

小型家電及び衣類の無料回収を行います 

 

■衣類品回収リスト 

■小型家電回収リスト 
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柳津町では住民の皆様と協同でゴミ減量に取り組んでおり、今回は燃やせるごみの減量についてのお願いで

す。ごみ処分費用の低減やごみ処理体制の維持など持続可能な生活環境を構築していくために皆様のご協力を

お願いいたします。 

 

■刈草などの処分について 

刈った草などについては燃やせるごみで処分できますが、刈った直後に袋に入れて出した場合と数日乾燥さ

せて出した場合とでは水分量の違いにより重量が変わりごみの処分費用に影響してきます。可能な限り乾燥さ

せて燃やせるごみにお出しください。また、花や野菜を栽培している方で、広い庭や畑がある方は堆肥化して

いただくことでごみ減量が可能です。 

■食品ロスの削減及び水分量の低減について 

買いすぎなどで期限切れになった食品の廃棄や作り過ぎによる食べ残しの処分などは、食費にも影響します

ので、食品ロスとならないよう計画的に消費するようにしましょう。また、食べ残しなどの水分を多く含むご

みは可能な限り水分を低減させて出していただくことでごみ減量につながります。 

 

問 町民課保健衛生係 ℡０２４１－４２－２１１８ 

 

 

 

農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）に基づき、農業委員と農地利用最適化推進委員を募集

します。 

 

■受付期間  令和６年７月２２日（月）～令和６年１０月２１日（月） 

■募集内容  別表１（募集内容のとおり） 

■募集区域 

 

 

 

 

 

 

 

■申込方法（１）「本人応募」または「推薦」となります。団体推薦はその代表者の方から、個人推薦は３名の 

方からの推薦となります。 

（２）町農業委員会事務局に備え付けてある指定の用紙に必要事項を記入の上、町農業委員会事務局 

へ提出してください。なお、用紙は柳津町ホームページからもダウンロードすることができます。 

 

区分 区域 

農業委員（９名） 柳津町内全域 

農地利用最適化推進委員

（各区域１名ずつ） 

柳津、大柳（大野、大野新田）、細八 

郷戸、猪倉野、大柳（小柳津）、軽井沢 

飯谷、小椿、藤 

砂子原、黒沢、胄中、芋小屋、大成沢、琵琶首 

五畳敷、湯八木沢、牧沢、四ツ谷、久保田 

ごみの減量の取り組みについて 

 

農業委員・農地利用最適化推進委員を募集します 
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■選任方法 

 

 

 

 

 

 

※別表１（募集内容） 

 

問 柳津町農業委員会事務局 ℡０２４１－４２－２１１６ 

区分 選任方法 

農業委員 

○本人応募及び推薦の状況を、中間時と終了時に公表する。 

○候補者は評価委員会を経て、町長が決定し、議会の同意を得た

後、町長が任命する。 

農地利用最適化推進委員 

○本人応募及び推薦の状況を、中間時と終了時に公表する。 

○候補者は農業委員会による選考を経て決定される。 

○農業委員会が委嘱する。 

区 分 農業委員 農地利用最適化推進委員 

募 集 人 数 ９名 ５名 

任 期 
令和７年４月１日から 

令和１０年３月３１日まで 

委嘱を受けた日から 

令和１０年３月３１日まで 

報 酬 
年額１５２,３００円 

（会長 １７６,５００円） 
年額１１２,０００円 

主な職務内容 

○総会での議案等の審議 

○農地利用最適化推進の活動 

○農地利用状況調査 

○各種研修会等への参加 

○農地利用最適化推進の活動 

○農地利用状況調査 

○各種研修会等への参加 

資 格 ・ 要 件 

次のいずれかの要件に該当する方 

○農業に関する識見を有し、農地等の利用の

最適化の推進に関する事項その他の農業委

員会の所掌に属する事項に関しその職務を

適切に行うことができる方 

 

○農業委員会の所掌に属する事項に関し利 

害関係を有せず、中立な立場で公正な判

断ができる方（法により１名以上が必須） 

 

○農業に関する識見を有し、農地等の利用

の最適化の推進に熱意を有する方 

次のいずれにも該当しない方 

○破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方 

○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなく

なるまでの方 

○法令の定めにより兼職等の制限を受けている方 

そ の 他 

認定農業者の登用 

法により、農業委員の過半数が認定農業者であることとされているため、認定農業者の方

は積極的にご応募ください。 

「女性」「青年」の登用 

性別、年齢等に著しい偏りが生じないよう、「女性」及び「青年（５０歳未満）」の方の登

用を推進しておりますので、積極的にご応募ください。 



 
10 

 

 

只見川ライン観光協会で奥会津及び只見線の関心を高め、魅力を発信することを目的に「奥会津・只見線絵画

コンテスト」を開催します。 

たくさんのご応募お待ちしています。 

 

■募集内容（以下のいずれかに該当） 

奥会津地域（柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町）を描いた作品 

只見線の駅舎、車両、車窓風景、沿線風景を描いた作品 

 

■応募期間 

令和６年７月８日（月）～令和６年９月６日（金）※最終日必着 

 

■募集部門   

①小学生の部    ②中学生の部    ③一般の部（高校生以上） 

 

■応募規定 

①大きさ：画用紙四つ切サイズ（約３９５×５４６ｍｍ）以内   ②画材：不問 

 

■応募方法 

応募用紙に必要事項を明記し、作品裏面右上に貼り付け柳津町役場観光商工係までお持ちいただくか、郵送に

てご応募ください。（応募用紙は、柳津町ホームページからダウンロードください。） 

 

■賞 

最優秀賞  各部門１点（１０，０００円相当の奥会津特産品） 

優秀賞   各部門１点（５，０００円相当の奥会津特産品） 

特別賞      数点（３，０００円相当の奥会津特産品） 

 入選        数点（１，０００円相当の奥会津特産品） 

 

■発表 

令和６年１０月初旬頃に入賞者へ通知します。 

 

■作品展示 

柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町 の５か所で巡回いたします。 

 ※詳細は各市町村のホームページで１０月初旬頃にお知らせいたします。 

 ※事情により、展覧会の開催内容を変更または中止することがあります。 

 

■主催 

只見川ライン観光協会（構成町村：柳津町、三島町、金山町、昭和村、只見町） 

 

奥会津・只見線絵画コンテストを開催します 

問 地域振興課観光商工係 ℡０２４１－４２－２１１４ 
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１．目撃情報を調べましょう 

クマがどこにいるのか知ることが大切です。 

県警のポリスメールや自然保護課の目撃マップを活用しましょう。 

 

２．クマ鈴やラジオなど音のするものを身につけて行動しましょう 

クマの生息している場所では、クマ鈴、ラジオなど音のするものを身につけ、クマに自分の存在を知らせ

ましょう。（会津地方振興局でクマ鈴の貸出を行っています） 

 

３．朝夕の登山や散歩、農作業を行う際は、複数人での行動、クマ鈴等の携帯を徹底しましょう 

朝夕はクマが最も活発に行動する時間帯です。朝夕の入山や農作業には十分注意しましょう。 

 

４．屋外に生ゴミ・野菜・果物・ペットフードを置かないようにしましょう 

クマは餌に対する執着が非常に強いです。一度人間の食べ物や生ゴミの味を覚えてしまうと、頻繁に人 

里へ出没してしまうため、クマの食べ物になるものを置かないようにしましょう。 

 

 

 

  

 

県では、県民の皆様に福島県森林環境税を活用したこれまでの取組や成果をお知らせし、ご意見などを直接お

聞きするため、「森林づくりタウンミーティング」を開催します。福島県の森林づくりについて一緒に考えてみ

ませんか？ 

ご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

 

■日時  令和６年７月２５日（木） １８：００～１９：３０ 

■場所  会津若松市 河東公民館（会津地域開催） 

■定員  ５０名程度 

 

問 福島県会津農林事務所森林林業部 ℡０２４１―２４―５７３４ 

 

 

 

 

県では、令和６年４月１日に「ツキノワグマ出没注意報」を発令したところでありますが、６月２４日に

喜多方市で人身被害が発生したため、「ツキノワグマ出没注意報」を中通り・会津地域においては「ツキ

ノワグマ出没特別注意報」へ引き上げ、浜通り地域においては「ツキノワグマ出没注意報（夏期）へ変更し

ました。野外で活動する際には、十分注意してください。 

 

■期間  令和６年６月２４日（月）～令和６年８月３１日（土） 

■区域  中通り・会津地域「ツキノワグマ出没特別注意報」 

      浜通り地域   「ツキノワグマ出没注意報（夏期）」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者募集！森林づくりタウンミーティングを開催します 

詳細はコチラ 

クマに注意してください！ 

 

クマに遭遇しないためのポイント 

▲クマの目撃マップ 

問 福島県自然保護課 ℡０２４－５２１－７２１０ 

 



 
12 

 

 

 

 

第８７回霊まつり流灯花火大会開催にあたり、柳津町内事業者の出店を募集します。詳細については下記お問

合せ先までご連絡ください。 

なお、道の駅以外の私有地に出店される方にも規制等がありますので、出店や場所の貸し出しを予定されてい

る方につきましても、下記お問合せ先までご報告をお願いします。 

 

■開催日時  令和６年８月１０日（土） 

 

■出店場所  道の駅会津柳津（指定場所） 

 

■募集締切  令和６年７月２５日（木）まで 

 

 

問 霊まつり流灯花火大会実行委員会 出店担当（やないづ振興公社） ℡０２４１－４２－２３０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強盗 空き巣 忍込み
事務所
荒し

出店荒
し

自動車
盗

オート
バイ盗

自転車
盗

自販機
ねらい

車上ね
らい

ひった
くり

部品ね
らい

強制性
交

管内 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 7 30 37

柳津町 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4

区分

街　　頭　　犯　　罪
街頭犯

罪合計

その他

刑法犯
等

外出する際はしっかり戸締まりをしましょう。

また、不審者や不審車両を見かけたらすぐに通報してください。

※　その他刑法犯等には、暴行、傷害、万引き、詐欺、器物損壊などの犯罪発生件数が含まれます。

※　上記発生件数は、令和６年１月１日からの累計数となっています。

全刑法

犯

柳津町内街頭犯罪等発生状況 （令和6年5月3 1日現在 概算値）

柳津町内街頭犯罪等発生状況（令和６年５月３１日現在） 

霊まつり流灯花火大会 出店者募集のお知らせ 

各種二次元コード（広報やないづに掲載しているもの） 
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会津若松地方広域市町村圏整備組合では、令和７年４月採用予定の職員を募集します。 

 希望する方は、お申し込みください。 

 

募集職種 事務局職員（行政職） 消防職員 

採用予定人数 ２名程度 ４名程度 

職務内容 

総務課・環境センター・用水供給課

でそれぞれの業務に従事します。 

消防署等において、警防、予防、救急等の

業務に従事します。男女とも原則として深

夜業を含む交替制勤務です。 

※６ケ月間の消防学校研修後、各所属に配

属されます。 

受験資格 
高校卒業程度の学力を有する方で、平成９年４月２日から平成１９年４月１日

までに生まれた者。 

試験申込書の請求 

■会津若松地方広域市町村圏整備

組合事務局、消防本部、消防署、分

署、出張所、市町村役場で直接交付

します。 

なお、整備組合のホームページから

受験案内・試験申込書をダウンロー

ドすることができます。 

➡https://www.aizuouiki.jp 

 

■郵送での交付請求 

封筒の表に「採用試験用紙請求」と

朱書きし、１２０円分の切手を貼っ

た宛先明記の返信用封筒（Ａ４判

大）を必ず同封して、整備組合事務

局総務課総務係（〒965-0037 会津若

松市中央三丁目 10‐12）へ送付して

ください。 

■消防本部、消防署、分署、出張所、市町

村役場で直接交付します。 

なお、消防本部のホームページから受験案

内・試験申込書をダウンロードすることが

できます。 

➡http://www.119-aizu.jp 

 

■郵送での交付請求 

封筒の表に「採用試験用紙請求」と朱書き

し、１２０円分の切手を貼った宛先明記の

返信用封筒（Ａ４判大）を必ず同封して、

整備組合消防本部総務課（〒965-0131 会津

若松市北会津町中荒井字諏訪前 11）へ送

付してください。 

受付期間 

令和６年７月１７日（木）～令和６年８月１６日（金） 

※土日祝日は除く 

受付時間：８：３０～１７：１５ 

※郵便による申込書提出の場合は、令和６年８月１３日（火）の消印のあるもの

まで受付けます。 

第１次試験 

■日時 令和６年９月２２（日） 

■場所 教養試験：会津大学 

■日時 令和６年９月２２日（日） 

■場所 教養試験：会津大学 

体力試験：会津大学体育館 

 

 

 

問合せ先 

会津若松地方広域市町村圏整備組

合事総務課総務係 

℡０２４２－２４－６３１１ 

 

採用情報はこちら⇒ 

 

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防

本部総務課総務グループ 

℡０２４２－５９－１４００ 

 

採用情報はこちら⇒ 

広域圏職員採用試験について 

https://www.aizuouiki.jp/
http://www.119-aizu.jp/
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令和６年６月の柳津町建設工事等入札のうち、指名競争入札による落札価格が１００万円以上の工事・委託

についての結果です。１００万円以下の入札結果については、役場２階総務課財政係において閲覧できます。 

 

●工事（指名競争入札）（価格：税込／単位：円） 

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

６月１１日 
雪崩防止柵修繕工事 

（大字四ツ谷字山鳥目地内） 
5,244,800  4,950,000  ㈲西村土建 

６月２７日 
柳津小学校普通教室照明LED化工事 

（大字柳津字上村道下地内） 
3,168,000  2,860,000  ㈲佐々木電機商会 

６月２７日 

柳津町・三島町学校給食センター内部壁ステンレ

ス板設置工事 

（大字柳津字上村道下地内） 

4,477,000  3,740,000  
㈱東北入谷まちづ

くり建設坂下本社 

６月２７日 
柳津小学校体育館渡り廊下屋根修繕工事 

（大字柳津字上村道下地内） 
1,958,000  1,408,000  

㈱東北入谷まちづ

くり建設坂下本社 

６月２７日 
柳津小学校家庭科室空調機設置工事 

（大字柳津字上村道下地内） 
4,147,000  3,960,000  ㈲佐々木電機商会 

６月２８日 
散水消雪施設修繕工事 

（大字柳津字一王町地内外） 
21,289,400  20,130,000  日本地下水開発㈱ 

●業務委託（指名競争入札）（価格：税込／単位：円） 

入札日 工事名（工事箇所） 予定価格 落札価格 落札業者 

６月１１日 
ふくしま森林再生事業 森林整備業務等委託 

（大字猪倉野字仙戸山地内外） 
15,605,700  15,510,000  

会津若松地方森林

組合 

６月１１日 
ふくしま森林再生事業 森林整備業務等委託 

（大字琵琶首字博士山地内外） 
22,382,800  21,780,000  栗城林業㈱ 

６月２５日 
やないづふれあい館冷暖房設備改修工事設計委託 

（大字柳津字下平地内） 
2,971,100  2,750,000  ㈱白井設計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記は、職業安定法（昭和22年法律第141 号）に定める職業紹介やあっせんを行うものではなく、あくまで             

町内企業などへ求人情報を発信する場を提供するものです。各求人情報の詳細は、直接お問合せください。 

工事等入札結果を公表します 

柳津町内企業等求人情報 

問 総務課財政係 ℡０２４１－４２－２１１２ 

 


